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大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 
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大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例の一部を改正する条例 

大田原市公共設置型浄化槽の管理等に関する条例（平成１７年条例第６０号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大田原市公共設置型浄化槽の管理に関する条例 

第１条中「設置する」を「設置した」に、「維持管理等」を「維持管理」に改める。 

第２条第２号中「設置する」を「設置した」に改め、同条第４号を削り、同条第５号中

「この条例の規定により設置された」を削り、同号を同条第４号とし、同条第６号を同条

第５号とする。 

第３条から第９条までを削る。 

第１０条の見出し中「の実施」を削り、同条中「新設等」を「増設等」に改め、同条に

次の１項を加え、同条を第３条とする。 

２ 排水設備工事を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から５日以内にその旨を

管理者に届け出て検査を受けなければならない。 

第１１条を第４条とする。 

第１２条の見出し中「使用開始等」を「使用休止等」に改め、同条中「開始し、休止し

」を「休止し」に、「現に休止している」を「その」に、「届けなければならない」を「

届け出なければならない」に改め、同条を第５条とする。 

第１３条第２項中「別表第２」を「別表」に改め、同条第３項中「開始し、休止し」を

「休止し」に、「現に休止している」を「その」に改め、同条を第６条とする。 

第１４条を第７条とし、第１５条を第８条とし、第１６条を第９条とする。 

第１７条中「住宅所有者」を「住宅の所有者（以下「住宅所有者」という。）」に、「

設置及び維持管理等」を「管理」に改め、同条を第１０条とする。 

第１８条を第１１条とする。 

第１９条第１項中「設置及び管理」を「の管理」に改め、同条を第１２条とする。 

第２０条第２項中「管理者に届けなければならない」を「速やかにその旨を管理者に届

け出なければならない」に改め、同条を第１３条とする。 

第２１条を第１４条とし、第２２条を第１５条とする。 

別表第１を削る。 

別表第２中「第１３条」を「第６条」に改め、同表を別表とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大田原市公共設置型浄化槽の管理等

に関する条例（以下「旧条例」という。）の規定に基づき設置された戸別処理浄化槽に



係る旧条例第６条第２項の規定による排水設備の設置、旧条例第１０条の規定による排

水設備等の新設の工事の実施、旧条例第１２条の規定による使用開始の届出及び旧条例

第１３条第３項の規定による月の中途において使用を開始したときの使用料の徴収につ

いては、なお従前の例による。 


